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は
じ
め
に

　

永
井
直
勝
は
江
戸
時
代
前
期
の
大
名
で
あ
る
。
直
勝
は
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
三
河
国
大
浜
に
て
長お
さ

田だ

平
右
衛

門
重
元
の
子
と
し
て
生
ま
れ
る
。
は
じ
め
徳
川
家
康
の
子
信
康
に
仕
え
、
の
ち
家
康
の
小
姓
と
な
る
。
直
勝
が
一
躍

脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
天
正
八
年
（
一
五
八
四
）
の
長
久
手
合
戦
で
、
こ
の
時
に
敵
の
大
将
池
田
恒

興
を
討
ち
取
る
と
い
う
大
手
柄
を
た
て
る
。
そ
の
後
、
家
康
の
側
近
と
し
て
仕
え
、
下
総
国
古こ

河が

（
茨
城
県
古
河
市
）

七
万
二
千
石
の
大
名
と
な
り
、
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
六
十
三
歳
で
没
し
た
。

　

直
勝
の
事
績
を
簡
略
に
纏
め
る
と
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
直
勝
の
事
績
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ

れ
現
在
に
至
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
直
勝
没
後
比
較
的
早
い
段
階
の
史
料
を
時
系
列
に
沿
っ
て
検
討
し
、
そ
の
形
成

過
程
と
そ
れ
に
関
わ
っ
た
林
羅
山
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
な
お
、
永
井
直
勝
の
事
績
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
は
、
主
に
次
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　

①
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
大お
お

江え
の

姓
し
ょ
う

永
井
系
図
よ
り
永
井
直
勝
の
譜
伝
（
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
完
成
）

　
　

②
永
井
直
勝
頌
し
ょ
う

徳と
く

碑ひ

の
碑
文
（
悲ひ

田で
ん

院い
ん

、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
））

　
　

③
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
（
興こ
う

聖
し
ょ
う

寺じ

・
永え
い

井せ
い

寺じ

、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
））

　
　

④
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
大
江
氏
永
井
よ
り
直
勝
譜
（
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
完
成
）

　

江
戸
幕
府
が
編
修
し
た
系
譜
集
で
あ
る
①
④
の
ほ
か
、
②
③
の
永
井
直
勝
頌
徳
碑
に
直
勝
の
事
績
が
刻
ま
れ
て
い

　

豆
田　

誠
路

永
井
直
勝
の
事
績
形
成
と
林
羅
山
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る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
直
勝
没
後
比
較
的
早
い
段
階
の
史
料
と
し
て
①
か
ら
③
の
史
料
か
ら
順
に
直
勝

の
事
績
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

一　
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
に
み
る
直
勝
像

　
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
命
に
よ
り
江
戸
幕
府
が
編
纂
し
た
武
家
系
譜
集
で
あ
る
。
寛
永

十
八
年
（
一
六
四
一
）
二
月
に
編
纂
の
命
が
発
せ
ら
れ
、
同
二
十
年
（
一
六
四
三
）
九
月
に
完
成
、
将
軍
家
光
に
献

上
さ
れ
た
。
編
纂
事
業
を
統
括
す
る
総
裁
に
は
太
田
資
宗
、編
纂
の
主
任
に
は
江
戸
初
期
の
儒
学
者
林
羅
山
（
道
春
）

が
あ
た
っ
た
。
大
名
、
旗
本
等
約
千
四
百
余
家
か
ら
各
自
の
家
譜
を
提
出
さ
せ
た
が
、
林
羅
山
は
そ
の
子
鵞
峯
と
と

も
に
提
出
さ
れ
た
諸
家
の
家
譜
の
内
容
、
真
偽
を
検
討
し
編
纂
に
あ
た
っ
た１

。

　
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
の
う
ち
大
江
姓
永
井
系
図
は
、
直
勝
の
祖
父
長
田
喜
八
郎
廣ひ
ろ

正ま
さ

か
ら
直
勝
を
経
て
直
勝
の

孫
尚な
お

征ゆ
き

、
尚な
お

保や
す

ま
で
の
系
譜
と
、
直
勝
の
弟
白あ
き

元も
と

の
子
の
代
ま
で
の
系
譜
を
収
め
る
。
こ
の
う
ち
白
元
の
子
経つ
ね

元も
と

の
譜
に
「
同
（
寛
永
…
筆
者
註
）
十
八
年
よ
り
勤き
ん

仕じ

す２

。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
江
姓
永
井
系
図
は
寛
永
十
八
年

（
一
六
四
一
）
ま
で
の
事
績
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

直
勝
の
譜
伝
は「
長お
さ

田だ

傳
八
郎　

後
永な
が

井ゐ

右う

近
こ
ん
の

大た
い

夫ふ

と
号
す
。生
國
同
前（
三
河
大
濱
…
筆
者
註
）。」か
ら
始
ま
り
、

「
寛
永
二
年
十
二
月
廿
九
日
、
歳
六
十
三
に
て
卒
し
ゅ
っ

す
。
道た
う

号が
う

月げ
っ

丹た
ん

。」
で
終
わ
り
、
そ
の
間
直
勝
の
事
績
が
記
さ
れ
る
。

通
称
名
、
生
し
ょ
う

国ご
く

の
ほ
か
、
は
じ
め
信
康
に
仕
え
た
こ
と
、
の
ち
家
康
に
仕
え
る
時
に
平
姓
長
田
氏
を
改
め
大
江
姓
永

井
氏
に
し
た
こ
と
、
天
正
十
二
年
（
一
五
八
四
）
の
長
久
手
合
戦
に
お
い
て
池
田
恒
興
を
討
ち
取
っ
た
こ
と
、
関
ヶ

原
の
合
戦
や
大
坂
の
陣
に
出
陣
し
た
こ
と
、
そ
の
後
の
城
主
と
し
て
の
変
遷
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

幕
府
に
よ
る
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
の
編
纂
に
よ
り
、
永
井
直
勝
の
事
績
と
し
て
の
基
本
的
事
項
が
成
立
し
た
。

　

な
お
、
先
述
の
と
お
り
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
は
諸
家
か
ら
呈
出
さ
れ
た
系
譜
を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
。
寛
永

十
九
年
（
一
六
四
二
）
五
月
十
一
日
に
林
羅
山
は
「
示
諭
」
と
い
う
編
纂
方
針
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
検
討
し
た

山
本
信
吉
氏
は
「
献
上
さ
れ
た
諸
家
の
系
図
の
内
容
の
多
く
が
伝
承
、
言
い
伝
え
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
出
来
る
だ
け
そ
の
内
容
を
尊
重
し
よ
う
と
し
た
道
春
の
態
度
」「
系
図
の
検
討
に
さ
い
し
て
は
記
さ
れ

た
各
家
の
伝
承
、
由
来
を
可
能
な
限
り
尊
重
し
、
そ
の
修
正
は
最
小
限
に
留
め
よ
う
と
し
た
道
春
の
考
え
」
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る３

。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
直
勝
の
譜
伝
は
寛
永
十
八
年
段
階
で
直
勝
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の
長
男
尚
政
や
二
男
直
清
ら
が
父
直
勝
の
事
績
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
類
推
さ
せ
る
史
料
で
あ
る
と
も

い
え
る
。

二　

二
つ
の
「
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
碑
銘
」

　

次
に
、
悲
田
院
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　

ま
ず
悲
田
院
と
は
、
京
都
市
東
山
区
に
あ
る
摂
津
高
槻
永
井
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
。
直
勝
の
二
男
直
清
が
正
保
二

年
（
一
六
四
五
）
京
都
一
条
安あ

居ご

院い

に
あ
っ
た
悲
田
院
を
京
都
東
山
の
泉
涌
寺
山
内
に
移
し
再
興
し
た
。
直
清
は
慶

安
二
年
（
一
六
四
九
）
摂
津
国
内
に
て
三
万
六
千
石
を
領
し
高
槻
城
主
と
な
り
、
以
後
十
三
代
直な
お

諒ま
さ

ま
で
摂
津
高
槻

藩
主
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
悲
田
院
境
内
に
は
直
清
を
は
じ
め
歴
代
の
藩
主
や
室
、
息
女
ら
の
墓
が
建
立
さ
れ
て

い
る
（
写
真
２
）。

　

こ
の
高
槻
藩
主
永
井
家
悲
田
院
墓
地
は
、
幅
一
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
一
五
・
五
メ
ー
ト
ル
の
墓
域
で
、
そ
の
中

央
に
あ
る
の
が
永
井
直
勝
頌
徳
碑
で
あ
る（
写
真
12
）。
亀
の
形
を
し
た
台
石
の
上
に
載
る
石
碑（
亀き

趺ふ

碑ひ

）で
あ
る
。

碑
の
高
さ
は
二
六
七
・
〇
セ
ン
チ
、
材
質
は
凝
灰
岩
製
で
あ
る４

。

　

こ
の
碑
の
碑
文
冒
頭
に
は
「
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
碑
銘
」
と
、
最
後
の
行
に
は
「
正
保
四
年
十
一
月
二
十
九

日　

従
五
位
日
向
守　

永
井[

風
化
に
よ
り
判
読
で
き
ず]

（
以
下
同
じ
）」
と
あ
り
、直
清
が
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）

十
一
月
悲
田
院
に
永
井
直
勝
頌
徳
碑
を
建
立
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
十
九
日
は
直
勝
の
月
命
日
で
あ
り
（
直
勝
の

命
日
は
十
二
月
二
十
九
日
）、
正
保
四
年
と
あ
る
こ
と
か
ら
悲
田
院
再
興
後
早
い
段
階
で
建
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

碑
の
右
下
に
は
「
民
部
卿
法
印　

夕
顔
巷　

道[　

]

」
と
あ
り
、
碑
文
は
先
に
み
た
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
を
編
纂

し
た
林
羅
山
の
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
で
は
、
碑
文
の
な
か
で
碑
建
立
の
目
的
を
記
し
た
部
分
の
前
後
を
み
る
。

（
前
略
）
以
城
州
長
岡
賜
尚
政
之
弟
日
州
太
守
直
清
以
為
食
邑
直
清
久
事　

幕
下
夙
夜
不
懈
常
被
親
近[　

]

榮

盛
而
居
士
之
餘
慶
也
嗚
呼
懿
哉
今
日
州
奉
為
居
士
再
興
廢
寺
悲
田
院
移
于
泉
涌
寺
裏
以
安
其
靈
牌
其
追
遠
之

情
不
易
言
也
唯
恐
居
士[　

]

垂
於
無
窮
故
欲
刻
樂
石
而
遺
芳
蹟
於
是
求
余
蕪
詞
余
曾
識
居
士
久
矣
又
於
日
州

猶
識
韓
也
故
不
能
固
辭
遂
為
之
辤
系
之
以
銘
（
以
下
略
）

　
　
　

正
保
四
年
十
一
月
二
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
日
向
守
永
井[　

]

写真 1　悲田院写真 2　高槻藩主永井家悲田院墓地（悲田院境内）
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直
清
は
父
の
為
廃
寺
と
な
っ
て
い
た
悲
田
院
を
泉
涌
寺
の
裏
に
移
し
て
再
興
し
そ
の
霊
牌
を
安
置
し
た
。（
そ
し

て
父
の
威
名
勇
功
を
世
に
示
す
た
め
）
そ
の
事
績
を
石
に
刻
ん
で
残
す
こ
と
に
し
た
。
余
（
林
羅
山
）
に
雑
文
が
求

め
ら
れ
た
、
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
林
羅
山
の
詩
文
集
が
子
の
鵞
峯
の
編
集
に
よ
り
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
上
じ
ょ
う

梓し

さ
れ
て
い
る
。
そ

の
う
ち
「
羅
山
林
先
生
文
集
巻
第
四
十
一
」
に
は
、
悲
田
院
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
と
同
名
の
「
右
近
大
夫
永
井

月
丹
居
士
碑
銘
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る５

。
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
銘
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
を
み
る
と
、
書
き
出
し
か
ら
悲
田
院
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
と
同
じ
文
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一

部
違
う
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
比
較
が
で
き
る
よ
う
悲
田
院
の
碑
文
で
引
用
し
た
部
分
と
同
じ
部
分
を
次
に
紹
介

し
よ
う
。

（
前
略
）
以
城
州
長
岡
賜
尚
政
之
弟
日
州
太
守
直
清
以
為
食
邑
直
清
久
事　

幕
下
夙
夜
不
懈
常
被
親
近
眷
遇
日

厚
是
其
恩
賜
之
榮
盛
而
居
士
之
餘
慶
也ナ
リ

嗚
呼
懿ヨ
イ

哉カ
ナ

今コ
ト

茲シ

臘
月
者
居
士
之
十
三
回
忌
也ナ
リ

其
追
遠
之
情
不
易
言
也

唯
恐
居
士
威
名
勇
功
雖
顯
於
當
世
不
垂
於
無
窮
故
欲
刻
樂
石
而
遺
芳
蹟
於
是
求
余
蕪
詞
余
曾
識
居
士
久
矣
又

於
日
州
猶
識
韓
也ナ
リ

故
不
能
固
辭ス
ル

遂コ
ト

為
之
辭
系
之
以
銘
（
中
略
）
亀●

跌●

載●

名●

百
世
傳
遠

　

居
士
卒
後
十
三
回
寛
永
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　

従
五
位
日
向
守
永
井
直
清
立
之

　

―
部
分
が
悲
田
院
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
と
違
う
箇
所
を
示
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
直
勝
没
後
十
三
回
忌
を
迎

え
る
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
十
二
月
二
十
九
日
に
二
男
直
清
が
碑
を
建
て
た
際
の
碑
文
、
と
い
う
ふ
う
に
読
み

取
れ
る
。
ま
た
「
亀
跌
載
名
」
と
あ
り
亀
跌
碑
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
直
清
は
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
「
山や
ま

城
し
ろ
の

國く
に

長な
か

岡を
か

・
勝せ
う

龍り
う

寺じ

に
を
ひ
て
領
地
を
加
く
ハ
へ

賜た
ま

は
り
、
す
べ

て
二
万
石
を
領
」
し
て
い
た
（「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」）。
ま
た
先
に
み
た
と
お
り
、
直
清
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）

京
都
一
条
安
居
院
に
あ
っ
た
悲
田
院
を
京
都
東
山
の
泉
涌
寺
山
内
に
移
し
再
興
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
時
間
の
前
後

を
考
え
る
と
、
悲
田
院
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
と
「
羅
山
林
先
生
文
集
第
四
十
一
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
碑
の
二

つ
の
「
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
碑
銘
」
の
碑
文
に
つ
い
て
は
、
次
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

①
直
清
は
父
直
勝
の
十
三
回
忌
に
あ
た
る
寛
永
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日
に
頌
徳
碑
を
あ
る
場
所
に
建
て
た
。

そ
の
後
悲
田
院
を
再
興
し
た
の
で
、
正
保
四
年
十
一
月
二
十
九
日
に
悲
田
院
に
再
び
頌
徳
碑
を
建
て
た
（
こ

れ
が
現
存
す
る
）。

②
直
清
は
父
直
勝
の
十
三
回
忌
に
あ
た
る
寛
永
十
四
年
十
二
月
二
十
九
日
に
頌
徳
碑
を
建
て
る
目
的
で
林
羅
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山
に
作
文
を
依
頼
し
た
が
、
そ
の
時
点
で
は
建
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
再
興
し
た
悲
田
院
に
、
正
保

四
年
十
一
月
二
十
九
日
に
初
め
て
頌
徳
碑
を
建
て
た
（
こ
れ
が
現
存
す
る
）。

　

直
清
が
林
羅
山
に
作
文
を
依
頼
し
た
こ
と
は
、
直
勝
の
長
男
尚
政
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
永
井
寺
と
興
聖

寺
に
建
立
し
た
永
井
直
勝
頌
徳
碑
（
後
述
す
る
）
の
碑
文
中
に

　
　

余
嘗
應
日
州
求
而
作
居
士
碑
銘
其
雄
偉
之
盛
雖
顕
著
于
世
而
猶
欲
其
智
名
勇
功
傳
于
不
朽
也

と
あ
り
、
以
前
直
清
の
求
め
に
応
じ
て
直
勝
の
碑
銘
を
作
っ
た
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
①
の

場
合
は
先
に
あ
っ
た
場
所
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
一
方
②
の
場
合
は
当
初
十
三
回
忌
用
に
作
成
さ
れ
た
も
の
を
、
そ

の
後
の
悲
田
院
再
興
の
内
容
に
改
作
し
て
建
碑
し
た
と
考
え
ら
れ
る６

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
寛
永
十
四
年
に
頌
徳
碑
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
林
羅
山
が
寛
永
十
四
年
に
直
勝
の

碑
文
を
作
っ
て
い
た
こ
と
は
、
寛
永
十
八
年
か
ら
十
九
年
頃
に
林
羅
山
が
編
纂
し
た
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
よ
り
前

に
、
羅
山
自
身
が
直
勝
の
事
績
を
纏
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

三　

興
聖
寺
・
永
井
寺
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文

　

ま
ず
、
興
聖
寺
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
に
つ
い
て
み
て
い
く７

。

　

興
聖
寺
は
、
京
都
府
宇
治
市
に
あ
り
、
直
勝
の
長
男
尚
政
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
に
、
万ば
ん

安な
ん

英え
い

種し
ゅ

を
中
興
開

山
と
し
て
再
興
し
た
も
の
で
あ
る
。
寺
域
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
に
、
開
山
塔
を
始
め
開
基
塔
（
永
井
氏
塋え
い

域い
き

）
が
立

ち
並
ぶ
。
そ
の
中
に
永
井
直
勝
頌
徳
碑
が
建
っ
て
い
る
（
写
真
13
）。

　

こ
の
頌
徳
碑
の
碑
文
の
冒
頭
に
は「
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
石
表
辤　

民
部
卿
法
印
夕
顔
巷
林
道
春
撰
并
篆
額
」

と
、
最
後
の
行
に
は
「
慶
安
二
年
龍
輯
己
丑
十
月
二
十
九
日　

従
四
位
下
永
井
信
濃
守
尚
政
立
」
と
あ
り
、
ま
た
碑

文
中
に

　
　

今
復
依
信
州
請
而
作
石
表
詞
（
中
略
）
今
所
刻
石
堅
而
不
磷
可
以
無
涯
遂
系
之
以
辞
（
以
下
略
）

と
あ
る
よ
う
に
、
直
勝
の
長
男
尚
政
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
十
月
興
聖
寺
に
永
井
直
勝
頌
徳
碑
を
建
立
し
た
こ

と
が
分
か
る
。
な
お
、
興
聖
寺
の
頌
徳
碑
は
同
寺
の
再
興
に
併
せ
て
建
て
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
尚
政
が
父
母
の
菩

提
を
弔
う
と
共
に
自
ら
の
菩
提
所
と
し
て
発
願
し
た
同
寺
の
再
興
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
着
工
し
、
翌
慶

安
二
年
（
一
六
四
九
）
落
成
し
て
九
月
に
万
安
英
種
が
入じ
ゅ

院い
ん

し
た
。
万
安
の
入
院
ま
で
に
堂
塔
・
伽
藍
そ
の
他
の
諸

写真 3　興聖寺写真 4　興聖寺永井氏塋域（部分）
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施
設
が
整
備
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る８

。
そ
の
翌
月
に
頌
徳
碑
が
建
て
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
永
井
寺
に
あ
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　

永
井
寺
は
、
茨
城
県
古
河
市
に
あ
り
、
直
勝
が
生
前
古
河
に
開
基
し
た
も
の
で
あ
る
（
寛
永
年
中
に
長
男
尚
政
が

父
直
勝
の
追
福
の
た
め
建
立
し
た
と
す
る
説
が
あ
る９

）（
写
真
５
）。
寛
永
二
年
十
二
月
二
十
九
日
に
没
し
た
直
勝
は
、

こ
の
永
井
寺
に
葬
ら
れ
た
。
境
内
に
は
永
井
家
墓
所
（
古
河
市
指
定
史
跡
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
直
勝
の
墳
墓
・
宝
篋

印
塔
、
長
男
尚
政
、
そ
の
子
尚
征
・
尚な
お

庸つ
ね

の
供
養
塔
、
そ
し
て
永
井
直
勝
頌
徳
碑
が
あ
る
（
写
真
14
）。

　

永
井
直
勝
頌
徳
碑
は
、
こ
の
墓
所
の
な
か
で
西
に
あ
り
、
東
面
し
て
建
つ
。
碑
文
は
興
聖
寺
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
違
う
の
が
建
立
月
日
で
あ
る
。
興
聖
寺
の
そ
れ
が
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
十
月
二
十
九
日

で
あ
る
の
に
対
し
、
永
井
寺
の
そ
れ
で
は
同
年
十
二
月
二
十
九
日
と
刻
ま
れ
て
い
る11

。

　

ち
な
み
に「
羅
山
林
先
生
文
集
巻
第
四
十
一
」に
は
、興
聖
寺
・
永
井
寺
の
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
銘
文
と
同
名
の「
右

近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
石
表
詞
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
は
「
慶
安
二
年
龍
輯
己
丑
某
月
某
日
」
と
あ

り
、
慶
安
二
年
と
す
る
も
の
の
月
日
は
敢
え
て
記
し
て
い
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
林
羅
山
は
以
前
永
井
直
清
の
求
め
に
応
じ
て
直
勝
の
銘
文
を
作
っ
た
の
に
続
き
、
今
度
は
直
清
の
兄

尚
政
の
求
め
に
応
じ
て
慶
安
二
年
に
直
勝
の
銘
文
を
作
っ
た
、
ま
た
そ
れ
に
基
づ
き
尚
政
は
同
年
十
月
宇
治
の
興
聖

寺
に
、
十
二
月
に
古
河
の
永
井
寺
に
頌
徳
碑
を
建
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
四　

永
井
直
勝
・
尚
政
を
取
り
巻
く
人
々
と
林
羅
山

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
永
井
直
勝
の
事
績
の
形
成
に
は
、
直
勝
の
長
男
尚
政
、
二
男
直
清
と
林
羅
山
の
関
係

が
み
て
と
れ
る
。
そ
の
関
係
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
の
場
合
は
、
そ
の
編
纂
の
主
任
に
林
羅
山
が
あ
た
っ
た
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
編
纂
の
過

程
で
林
羅
山
が
諸
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
系
譜
に
疑
問
を
も
っ
た
時
は
、
編
纂
の
総
裁
で
あ
る
太
田
資
宗
の
名
を
も
っ

て
諸
家
に
問
合
せ
た
例
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
細
川
家
や
最
上
家
、
津
軽
家
な
ど
で
あ
る11

。
当
然
編
纂
の
職
務
を
通

じ
て
、
諸
家
の
系
譜
や
大
名
の
事
績
形
成
過
程
を
よ
く
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、

永
井
家
の
場
合
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
が
編
纂
さ
れ
た
前
後
の
時
期
に
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
撰
文
を
林
羅
山
が
行
っ

写真 5　永井寺本堂
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た
こ
と
は
、「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
編
纂
以
外
で
永
井
家
と
林
羅
山
が
関
係
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
永
井
直
勝
・
尚
政
と
林
羅
山
を
つ
な
ぐ
人
物
と
し
て
、
佐さ

川か
わ

田だ

昌ま
さ

俊と
し

を
紹
介
す
る
。

　

佐
川
田
昌
俊
は
江
戸
時
代
前
期
の
武
士
、
歌
人
で
あ
る
。
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
下
野
国
（
現
栃
木
県
）
早
川

田
村
生
ま
れ
。
本
姓
は
高
階
、
通
称
は
喜
六
、
号
は
壺
斎
、
黙
々
翁
等
で
あ
る
。
姓
は
佐
河
田
と
も
書
く
。
彼
は
越

後
の
武
将
木
戸
元
斎
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
が
、
元
斎
没
後
浪
々
の
身
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
永
井
直
勝
に
見
出

さ
れ
、
次
の
尚
政
の
代
に
は
和
歌
・
連
歌
の
両
面
で
活
躍
し
、
林
羅
山
、
松
花
堂
昭
乗
、
小
堀
遠
州
ら
と
の
交
渉
繁

く
、
近
世
初
期
を
代
表
す
る
文
人
の
ひ
と
り
と
な
っ
た
。
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
六
十
五
歳
で
死
去
し
た
。

　

こ
の
佐
川
田
昌
俊
の
碑
銘
を
撰
文
し
た
の
も
林
羅
山
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
佐
河
田
壺
斎
碑
銘
」
を
紹
介
す
る
が
、

特
に
直
勝
、
尚
政
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
て
み
て
い
き
た
い11

。

　
　
　
　

佐
河
田
壺
斎
碑
銘

（
中
略
）
慶
長
五
年
庚
子
之
秋
大
津
攻
戦
之
時
昌
俊
先
登
合
槍
於
壁
上
奮
撃
傷
左
股
、
其
後
永
井
右
近
大
夫
直

勝
聞
昌
俊
名
招
之
、
屢
眷
遇
焉
、
故
従
之
居
駿
府
有
年
矣
、（
中
略
）
元
和
二
年
丙
辰
直
勝
移
家
于
江
戸
昌
俊

従
行
、
直
勝
不
禄
、
令
嗣
信
濃
守
尚
政
遇
昌
俊
益
渥
人
多
敬
之
、
寛
永
十
年
癸
酉
之
春
尚
政
奉　

台
命
改
下

野(
総)
国
古
河
城
増
封
城
州
淀
城
、
昌
俊
亦
自
江
戸
相
従
到
焉
十
五
年
嬰
恙
致
仕
委
家
事
于
子
俊
甫
、
結
一

第
于
薪
里
一
休キ
ウ

蘭
若
之
側
、
扁
曰
不
二
、
榜
曰
黙
黙
、
常
愛
山
水
晨
昏
煎
茶
優
游
雲
林
以
養
病
軀
二
十
年
癸

未
八
月
三
日
病
而
没
、
享
年
六
十
五
、（
以
下
略
）

　
　
　
　

寛
永
二
十
一
年
甲
申　

月　

日

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
以
降
に
直
勝
は
佐
川
田
昌
俊
を
招
い
て
手
厚
く
も
て
な
し
た
の
で
昌

俊
は
直
勝
に
従
い
駿
府
に
い
た
こ
と
、元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
直
勝
が
江
戸
に
移
る
と
昌
俊
も
ま
た
従
っ
た
こ
と
、

直
勝
没
後
は
尚
政
に
付
き
尚
政
が
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
山
城
国
淀
へ
移
封
す
る
と
ま
た
こ
れ
に
従
い
寛
永
十
五

年
（
一
六
三
八
）
致ち

仕し

し
た
こ
と
、
そ
の
後
は
「
一
休
蘭
若
」（
現
在
の
酬
恩
庵
一
休
寺
）
の
側
に
庵
（
寺
庵
黙
々

寺
と
い
う
）
を
構
え
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
没
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
直
勝
・
尚
政
二
代
に
わ
た
っ
て
仕
え
た
佐
川
田
昌
俊
の
碑
を
林
羅
山
が
撰
文
す
る
関
係
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
佐
川
田
昌
俊
と
林
羅
山
に
は
、
元
旦
に
昌
俊
か
ら
羅
山
に
和
歌
を
お
く
り
、
羅
山
か
ら
は
そ
れ
に
和
し
た

詩
が
お
く
ら
れ
た
り
、
昌
俊
か
ら
愛
蔵
の
緑
磁
の
香
炉
に
和
歌
を
そ
え
て
お
く
ら
れ
た
り
、
ま
た
寛
永
六
年
に
は
羅

山
の
子
叔
勝
の
死
を
悼
む
歌
三
首
が
昌
俊
か
ら
お
く
ら
れ
、
さ
ら
に
昌
俊
の
子
昌
胤
が
正
保
二
年
か
ら
明
暦
元
年
に

写真 6　佐河田壺斎碑
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至
る
ま
で
羅
山
と
詩
の
贈
答
を
し
て
お
り
、
か
な
り
親
密
な
交
遊
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
指
摘
が

あ
る11

。
そ
れ
だ
け
近
い
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
佐
川
田
昌
俊
は
岩
清
水
八
幡
宮
（
現
京
都
府
八
幡
市
）
の
社
僧
で
あ
っ
た
松
花
堂
昭
乗
（
天
正
十
二
年

（
一
五
八
四
）
～
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
））
と
深
い
交
流
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い11

。

　

佐
川
田
昌
俊
は
昭
乗
の
筆
に
な
る
「
松
花
堂
茶
会
記
」
な
ど
に
も
登
場
し
、「
松
花
堂
行
状
記
」
の
著
者
と
し
て

も
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
昭
乗
か
ら
昌
俊
へ
宛
て
た
書
状
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
昭
乗
は
寛
永
十
四
年（
一
六
三
七
）

瀧
本
坊
の
住
職
を
退
き
松
花
堂
を
建
て
隠
棲
し
た
が
、
隠
棲
時
期
に
永
井
尚
政
が
銀
子
十
枚
を
八
幡
宮
に
寄
進
し
た

際
、
そ
の
礼
状
を
昭
乗
が
出
し
て
い
る
。
ま
た
寛
永
十
五
年
正
月
、
板
倉
重
宗
、
永
井
尚
政
、
小
堀
政
一
が
岩
清
水

八
幡
宮
へ
参
詣
し
た
記
事
の
書
状
が
あ
る
。
ま
た
「
松
花
堂
茶
会
記
」
寛
永
十
年
六
月
二
十
九
日
朝
の
会
に
、
板
倉

重
宗
、
永
井
直
清
、
小
堀
政
一
、
永
井
尚
政
ら
の
名
が
列
ね
て
い
る
。
ま
た
直
清
に
対
し
て
は
、
昭
乗
か
ら
宛
て
た

書
状
が
寛
永
十
四
年
、
十
五
年
の
も
の
が
あ
る
。

　

以
上
は
矢
崎
氏
の
論
考
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
尚
政
が
古
河
か
ら
山
城
国
淀
城
主
と
な
っ
た
寛
永
十
年
か
ら

昭
乗
が
亡
く
な
る
寛
永
十
六
年
ま
で
の
間
に
、
松
花
堂
昭
乗
が
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
、
淀
城
主
永
井
尚
政
、
伏
見

奉
行
小
堀
政
一
（
遠
州
）、
山
城
国
長
岡
領
主
永
井
直
清
と
交
流
を
も
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
、
昭
乗
と

羅
山
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
寛
永
九
年
に
林
羅
山
の
家
塾
（
上
野
忍
岡
）
に
徳
川
義
直
よ
り
孔
子
廟
が
寄
進
さ
れ

た
際
、
そ
の
孔
子
廟
の
文
庫
に
収
め
る
「
歴
世
大
儒
像
」
の
制
作
を
企
図
し
、
昭
乗
に
画
像
を
依
頼
し
た
。
し
か
し

昭
乗
は
狩
野
山
雪
を
推
し
て
辞
退
し
た
（「
鵞
峰
先
生
林
学
士
文
集
」
巻
八
十
六
「
狩
野
永
納
家
伝
画
軸
序
」）
と
い

う
話
が
あ
る11

。
そ
れ
だ
け
、
昭
乗
と
羅
山
も
遠
く
な
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
永
井
尚
政
と
林
羅
山
の
関
係
を
直
接
伺
う
こ
と
が
で
き
る
資
料
を
紹
介
し
よ
う
。
宇
治
の
興

聖
寺
の
鐘
楼
に
あ
る
梵
鐘
（
高
さ
二
〇
〇
セ
ン
チ
、
口
径
一
二
三
セ
ン
チ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
慶
安
四
年
九
月
五
日

銘
で
、
撰
文
が
林
羅
山
で
あ
る11

。
こ
の
梵
鐘
の
歴
史
的
背
景
を
み
る
た
め
、
も
う
一
度
興
聖
寺
の
再
興
過
程
を
振
り

返
る11

。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
興
聖
寺
は
、
慶
安
二
年
淀
城
主
永
井
尚
政
が
万
安
英
種
を
中
興
開
山
と
し
て
宇
治
に
再

興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
尚
政
と
万
安
を
取
り
結
ん
だ
の
が
鈴
木
重
成
で
あ
る
。
重
成
は
興
聖
寺
の
経

営
に
あ
た
っ
て
、
七
堂
伽
藍
の
配
置
や
、
槇
嶋
新
田
と
常
じ
ょ
う

法ほ
う

幢ど
う

料り
ょ
うの

施
入
の
よ
う
に
万
全
の
措
置
を
講
じ
た
。
ま
た

重
成
は
家
老
佐
川
田
昌
俊
や
、
狩
野
探
幽
な
ど
の
文
人
墨
客
な
ど
と
交
遊
が
あ
り
、
そ
の
た
め
興
聖
寺
の
附
属
屋
舎

写真 9　梵鐘（拡大） 写真 8　興聖寺梵鐘 写真 7　興聖寺鐘楼
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や
築
庭
に
つ
い
て
も
趣
向
を
こ
ら
し
雅
致
に
富
ん
だ
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
た
め
、
の
ち
寛
永
十
八
年
に
重

成
が
天
草
代
官
と
な
り
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
亡
く
な
る
と
、
興
聖
寺
の
永
井
氏
塋
域
に
重
成
の
墓
碑
が
置
か
れ

た
。
ま
た
重
成
の
兄
重
三
は
尚
政
と
同
じ
く
徳
川
秀
忠
に
仕
え
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
大
番
を
務
め
て
お
り
、

尚
政
と
江
戸
城
内
で
接
触
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
寛
永
八
年
、
そ
れ
以
前
に
起
立
の
寺
院
は
古
跡
と
し
て

存
立
が
許
さ
れ
た
も
の
の
、
新
地
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
由
緒
あ
る
名
刹
の
再
興

と
し
て
興
聖
寺
が
新
営
さ
れ
る
に
は
、
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
と
淀
城
主
尚
政
の
良
好
な
関
係
が
推
察
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
興
聖
寺
の
梵
鐘
が
林
羅
山
撰
文
で
あ
る
こ
と
は
、
直
接
に
は
尚
政
と
林
羅
山
の
関
係
で
あ
り

つ
つ
、
実
際
に
は
興
聖
寺
の
再
興
に
深
く
関
わ
っ
た
鈴
木
氏
一
族
や
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗
と
の
関
係
も
あ
っ
た
と

推
察
す
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
三
つ
の
永
井
直
勝
頌
徳
碑
に
み
ら
れ
る
永
井
直
勝
の
事
績
の
形
成
は
、
直
接
的
に
は
直

勝
の
長
男
尚
政
、
二
男
直
清
と
林
羅
山
の
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
佐
川
田
昌
俊
を
は
じ
め
京
都

所
司
代
板
倉
重
宗
、
伏
見
代
官
小
堀
政
一
、
松
花
堂
昭
乗
ら
永
井
尚
政
・
直
清
を
取
り
巻
く
政
治
的
文
化
的
な
人
脈

が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
と
い
え
る
。

さ
い
ご
に

　

時
代
は
く
だ
り
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
十
一
月
、
尚
政
の
子
尚
庸
の
家
来
で
あ
る
杉
井
吉
通
は
河
内
国
交
野

郡
渚
村
（
現
大
阪
府
枚
方
市
渚
元
町
）
に
「
渚
院
碑
」
を
建
立
し
て
い
る
。
撰
文
は
林
羅
山
の
子
鵞
峰
。

　

碑
は
風
化
が
激
し
く
碑
文
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
碑
の
傍
ら
に
「
渚
院
碑
銘
の
翻
刻
碑
」
が
平
成

十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
枚
方
市
・
同
市
教
育
委
員
会
・
渚
院
を
考
え
る
会
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
渚
の
地
が
す
ば
ら
し
い
土
地
で
あ
る
こ
と
、
渚
院
を
含
む
交
野
ヶ
原
が
平
安
・
鎌
倉
貴
族
の
歌

心
を
刺
激
し
多
く
の
文
学
作
品
に
結
実
し
た
こ
と
、
寛
文
年
間
渚
村
を
支
配
し
た
永
井
尚
庸
が
そ
の
荒
廃
し
た
渚
院

跡
に
桜
を
植
え
る
な
ど
復
興
に
尽
く
し
た
こ
と
、
そ
の
功
績
を
残
す
た
め
林
鵞
峰
に
碑
銘
の
撰
を
託
し
た
こ
と
な
ど

が
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
尚
庸
、
尚
政
と
林
鵞
峰
と
の
関
係
に
着
目
し
て
詳
述
す
る
と
、
永
井
尚
庸
は
去
る
年
渚
院

の
そ
ば
を
通
っ
た
際
、
そ
の
荒
廃
し
た
様
子
を
哀
れ
ん
で
少
し
修
理
を
加
え
そ
の
区
画
を
た
だ
し
た
。
こ
こ
で
人
々

は
こ
の
地
の
由
来
を
知
り
、
隠
居
中
の
尚
政
は
、
院
の
裏
に
桜
の
木
を
若
干
株
植
え
、
尚
庸
の
家
臣
で
も
各
々
寄
贈

写真 11　渚院碑銘の翻刻碑 写真 10　渚院碑
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す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
春
に
は
桜
の
花
が
咲
き
乱
れ
る
よ
う
に
な
り
、
惟
喬
親
王
・
在
原
業
平
の
時
代
の

風
流
盛せ
い

筵え
ん

を
再
興
し
た
。
尚
庸
の
家
臣
は
こ
と
の
次
第
を
碑
石
に
刻
み
た
い
と
願
い
出
、
尚
庸
は
人
を
介
し
て
、
以

前
よ
り
交
際
の
厚
い
私
・
向
陽
子
（
林
鵞
峰
）
に
何
度
も
そ
の
事
を
書
く
よ
う
に
頼
ん
だ11

。（
以
下
略
）

　

こ
の
よ
う
に
、
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
撰
文
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
永
井
尚
政
・
直
清
と
林
羅
山
の
関
係
は
、
代
を

替
え
永
井
尚
庸
と
林
鵞
峰
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

（
註
）

１　

山
本
信
吉
「『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
に
つ
い
て
」『
日
光
叢
書 

寛
永
諸
家
系
図
伝 

第
一
巻
』
日
光
東
照
宮
社
務
所
、
一
九
八
九
年

２　

引
用
史
料
は
『
寛
永
諸
家
系
図
伝 

第
十
二
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
八
年
、
一
七
二
～
一
七
九
頁
）

３　

１
文
献
、
九
～
一
〇
頁
。

４　

総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
の
調
査
に
よ
る
。
碑
の
総
高
は
三
九
三
・
〇
セ
ン
チ
、
幅
は
九
四
・
五
セ
ン
チ
、
奥
行
三
五
・
五
セ
ン
チ
。
構
造
は
笠
塔
婆
。

以
上
は
総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
心
照
殿
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。

５　
「
羅
山
林
先
生
文
集
巻
第
四
十
一
」（
京
都
史
蹟
会
編
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
二
、
平
安
考
古
学
会
、
一
九
一
八
年
）

６　
『
古
河
市
史 
資
料 

別
巻
』（
古
河
市
役
所
、
一
九
七
三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
小
出
重
固
著
「
古
河
志
」
で
は
、
古
河
の
永
井
寺
寺
内
に
あ
る

墓
碑
の
碑
銘
と
し
て
、「
羅
山
先
生
文
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
碑
銘
」
と
同
じ
碑
文
を
紹
介
し
て
い
る
。
鷹
見
泉

石
の
序
文
の
日
付
に
よ
れ
ば
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
秋
原
稿
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
頃
ま
で
古
河
の
永
井
寺
に

永
井
直
清
ゆ
か
り
の
永
井
直
勝
頌
徳
碑
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、本
文
で
み
た
よ
う
に
「
羅
山
先
生
文
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
右

近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
碑
銘
」
は
悲
田
院
の
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
と
比
べ
て
、
文
の
一
節
と
建
立
年
月
日
の
み
し
か
相
違
な
い
こ
と
、
ま
た

後
述
す
る
よ
う
に
古
河
の
永
井
寺
に
現
存
す
る
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
は
同
じ
「
羅
山
先
生
文
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
別
の
碑
文
「
右
近
大

夫
永
井
月
丹
居
士
石
表
詞
」
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、「
古
河
志
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
永
井
寺
寺
内
に
あ
る
墓
碑
の
碑
銘
に
つ

い
て
は
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

７　

興
聖
寺
の
永
井
直
勝
頌
徳
碑
の
碑
文
に
つ
い
て
は
、
興
聖
寺
所
蔵
「
永
井
直
勝
頌
徳
碑
拓
本
」『
永
井
直
勝
と
そ
の
一
族
』（
碧
南
市
教
育
委
員
会

文
化
財
課
、
二
〇
一
二
年
）
三
八
頁
参
照
。

８　

守
屋
茂
編
『
宇
治
興
聖
寺
文
書 

第
四
巻
』（
同
朋
舎
出
版
、一
九
八
一
年
）
解
説
篇
３
「
宇
治
・
興
聖
寶
林
寺
の
再
興
」、資
料
篇
９
「
伽
藍
建
物
一
覧
」

な
ど
。



25

９　
『
萬
昌
院
功
運
寺
史
』（
宗
教
法
人
萬
昌
院
功
運
寺
、
一
九
九
〇
年
）

10 　

田
村
幸
平
「
大
江
姓
「
永
井
氏
直
勝
」
侯
の
足
跡
を
訪
ね
て　

―
終
焉
の
地
古
河
か
ら
生
誕
地
三
河
大
濱
へ
―
」『
会
報
（
古
河
郷
土
史
研
究
会
）』

五
〇
（
古
河
郷
土
史
研
究
会
、
二
〇
一
二
年
）
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

11　

橋
本
政
宣
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
と
細
川
系
図
」『
日
本
歴
史
』
五
〇
一
、一
九
九
〇
年

12　

碑
は
昌
俊
が
晩
年
に
酬
恩
庵
一
休
寺
（
京
都
府
京
田
辺
市
）
の
東
南
方
に
建
て
た
寺
庵
、
黙
々
寺
の
旧
蹟
近
く
に
現
存
。
碑
文
は
「
羅
山
林
先
生

文
集
巻
第
四
十
二
」（
京
都
史
蹟
会
編
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
二
、
平
安
考
古
学
会
、
一
九
一
八
年
）
参
照
。

13　

渡
辺
憲
司
「
佐
河
田
昌
俊
の
前
半
生
に
つ
い
て
」『
近
世
文
芸
』
三
一
、
日
本
近
世
文
学
会
、
一
九
七
九
年
。
こ
の
他
「
佐
川
田
昌
俊
と
永
井
家
」

も
含
め
渡
辺
憲
司
『
近
世
大
名
文
芸
圏
研
究
』（
八
木
書
店
、
一
九
九
七
年
）
に
詳
し
い
。

14　

矢
崎
格
「
岩
清
水
八
幡
宮
社
僧
松
花
堂
昭
乗
と
京
都
所
司
代
・
淀
城
主
・
長
岡
城
主
の
往
来
」（
國
學
院
大
學
神
道
史
学
会
編
『
西
田
長
男
博
士

追
悼
論
文
集 

神
道
及
び
神
道
史
』
名
著
普
及
会
、
一
九
八
七
年
）
に
拠
っ
た
。

15　

川
畑
薫
「
松
花
堂
昭
乗
の
人
と
書
画
」『
松
花
堂
昭
乗
展 

昭
乗
と
徳
川
家
ゆ
か
り
の
人
々
』
八
幡
市
立
松
花
堂
美
術
館
、
二
〇
一
一
年

16　

銘
文
は
、
守
屋
茂
編
『
宇
治
興
聖
寺
文
書 

第
一
巻
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
七
九
年
）
四
八
九
「
林
道
春
梵
鐘
之
銘
」
参
照
。

17　

守
屋
茂
編
『
宇
治
興
聖
寺
文
書 

第
四
巻
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
一
年
）
解
説
篇
３
「
宇
治
・
興
聖
寶
林
寺
の
再
興
」
に
拠
っ
た
。

18　

碑
文
の
要
旨
は
冊
子
「
渚
院
」（
枚
方
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
付
記
）本
稿
は
、平
成
二
十
四
年（
二
〇
一
二
）十
二
月
か
ら
翌
年
一
月
に
わ
た
り
碧
南
市
藤
井
達
吉
現
代
美
術
館
に
て
開
催
さ
れ
た
歴
史
系
企
画
展「
永

井
直
勝
と
そ
の
一
族
」
に
お
い
て
、
展
示
資
料
調
査
の
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
折
ご
協
力
を
賜
っ
た
所

蔵
者
並
び
に
関
係
者
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

　
　
　
　
　
　

永
井
寺　

住
職　

永
井
文
雄　
　
　

興
聖
寺　

住
職　

植
本
攝
道　
　
　
　
　
　
　

国
立
国
会
図
書
館　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

酬
恩
庵　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
心
照
殿　

西
谷
功　
　
　

田
村
幸
平　
　
　

　
　
　
　
　
　

悲
田
院　

住
職　

湯
浅
英
明　
　
　

枚
方
市
教
育
委
員
会　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
、
敬
称
略
）
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写真 13　永井直勝頌徳碑（興聖寺） 写真 12　永井直勝頌徳碑（悲田院）

写真 14　永井直勝頌徳碑（永井寺）
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史
料
１　
「
羅
山
林
先
生
文
集
巻
第
四
十
一
」（
京
都
史
蹟
会
編
『
羅
山
林
先
生
文
集
』
巻
二
、
平
安
考
古
学
会
、
一
九
一
八
年
）

　

①
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
碑
銘　

②
右
近
大
夫
永
井
月
丹
居
士
石
表
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト 

よ
り
）

（編集上「①」「②」を画像上に加筆）
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